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八
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（
質
問
の 

八
）

答

弁

第

八

号 

    

衆
議
院
議
員
並
木
芳
雄
君
提
出
国
立
病
院
、
研
究
所
等
に
働
く
病
理
、
細
菌
技
術
者
の
身
分
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、

別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

内
閣
衆
質
第
八
号 

昭
和
二
十
八
年
十
二
月
八
日 

衆

議

院

議

長 

堤 
 

康 
次 

郞 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

吉 

田 
 

茂 

一 

 



 

三 

 

四 

病
理
、
細
菌
等
の
検
査
技
術
に
つ
い
て
は
、
従
来
医
師
が
相
当
範
囲
行
つ
て
き
た
も
の
で
あ
る
が
、
近
年
医
師
の
補
助

者
た
る
技
術
者
に
分
担
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
検
査
技
術
に
つ
い
て
も
相
当
専
門
化
を
要
求
さ
れ
る
段
階
に
到
つ
て 

三 

目
下
検
討
中
で
あ
る
。 

一 

病
理
、
細
菌
技
術
者
の
身
分
に
対
す
る
取
扱
に
つ
い
て
は
、
種
々
問
題
が
あ
る
の
で
目
下
検
討
中
で
あ
る
。 

二 

国
立
病
院
、
療
養
所
に
お
け
る
待
遇
に
つ
い
て
は
、
従
前
よ
り
レ
ン
ト
ゲ
ン
そ
の
他
の
技
術
者
と
区
別
さ
れ
て
は
お
ら

ず
同
一
の
資
格
基
準
表
に
よ
り
運
用
さ
れ
て
き
て
い
る
。
そ
の
級
別
は
、
三
級
か
ら
九
級
ま
で
で
あ
つ
て
八
級
、
九
級
に

つ
い
て
は
役
付
職
員
が
こ
れ
に
該
当
し
本
官
、
雇
よ
う
人
と
い
う
身
分
上
の
差
で
区
別
は
な
い
。
然
し
な
が
ら
、
技
術
の

専
門
化
と
と
も
に
そ
の
業
務
内
容
が
高
度
化
さ
れ
て
き
た
実
状
に
あ
る
の
で
、
身
分
法
の
制
定
の
如
何
を
問
わ
ず
本
官
の

定
員
を
増
員
し
て
待
遇
の
改
善
を
図
り
た
い
と
考
え
て
い
る
。 

、

衆
議
院
議
員
並
木
芳
雄
君
提
出
国
立
病
院
、
研
究
所
等
に
働
く
病
理
、
細
菌
技
術
者
の
身
分
に
関
す
る
質
問 

に
対
す
る
答
弁
書 

、 



五 

目
下
検
討
中
で
あ
る
。 

六 

二
の
通
り
で
あ
る
。 

七 

一
の
通
り
で
あ
る
。 

右
答
弁
す
る
。 

い
る
。
従
つ
て
、
政
府
と
し
て
も
そ
の
職
務
の
性
質
に
か
ん
が
み
こ
れ
ら
技
術
者
の
待
遇
を
改
善
す
る
方
策
を
目
下
考
慮

中
で
あ
る
。 

四 

 




